
【相談予約先】    新潟地方法務局総務課　担当：荻島（オギシマ)
    連絡先：０２５－２２２－１５６９

 事務取扱時間　９：００－１７：００(平日のみ)

相続登記の申請が義務化されました！

不動産登記推進

イメージキャラクター

「トウキツネ」

セミナー・説明会は、先着３０名の予約制です。

相談会は、事前予約の上、「相続登記に関する相談」又は「表示登記に関する相談」の

いずれかをお受けいたします（相談時間は４0分、先着１５組です）。

※予約時間の５分前までにご来庁ください。

相続・遺言セミナー相談会
三者合同！

司法書士又は土地家屋調査士がご相談をお受けします

令和6年4月1日から

土地家屋

調査士会

法務局

司法書士会

相続した土地を分割したい

相続した建物が未登記だった

相続に備えて土地の境界をはっきりしておきたい

遺産の相続

遺言書の書き方

相続登記の手続など

遺言書ほかんガルー




